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兵庫県議会告示第２号 

兵庫県議会公聴会開催規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

  令和６年３月29日 

兵庫県議会議長 内 藤 兵 衛  

兵庫県議会公聴会開催規程の一部を改正する規程 

兵庫県議会公聴会開催規程（昭和33年兵庫県議会告示第１号）の一部を次のように改正する。 

様式第２号から様式第４号までを次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

兵庫県公報 
発  行  人 

兵   庫   県 
神戸市中央区下山手通 

５丁目10番１号 

毎週火曜日及び金曜日発行、 

その日が休日のときはその翌日 （兵庫県民の旗＝県旗） 令和６年３月29日 金曜日  第９号外 



令和６年３月29日 金曜日   兵 庫 県 公 報           第９号外 

2 

                                                  

  

 

様 式 第 ２ 号 （ 第 ３ 条 関 係 ）  

 

兵 庫 県 議 会 何 委 員 会 公 聴 会 開 催 に つ い て  

 

兵 庫 県 議 会 何 委 員 会 は 、 下 記 の 要 領 に よ り 公 聴 会 を 開 き ま す

か ら 、 意 見 を 申 し 述 べ た い 方 は 、 申 し 出 て 下 さ い 。  

記  

１  案   件  

２  日   時  

３  場   所  

４  申 出 方 法  神 戸 市 中 央 区 下 山 手 通 ５ 丁 目 10番 １ 号 、 兵 庫

県 議 会 何 委 員 長 あ て に 、 住 所 、 氏 名 、 職 業 及

び 年 齢 明 記 の 上 、 意 見 を 述 べ よ う と す る 理 由

（ 公 聴 会 の 公 述 人 と し て 真 に 利 害 関 係 を 有 す

る 者 又 は 学 識 経 験 を 有 す る 者 で あ る こ と を 証

す る に 足 る 事 実 又 は 事 情 ） 及 び 案 件 に 対 す る

賛 否 を 文 書 又 は 電 子 情 報 処 理 組 織 を 使 用 す る

方 法 に よ り 、 申 し 出 る こ と 。  

５  申 出 期 限     年   月   日  

６  公 述 人 の 選 定 及 び 通 知   上 期 日 ま で に 申 し 出 ら れ た 方

の 中 か ら 委 員 会 で 選 定 の 上 、 通 知 し ま す 。  

 ７  旅 費 及 び 日 当   公 述 人 に は 、 出 席 当 日 、 旅 費 及 び 日 当

を 支 給 し ま す 。  

   年   月   日  

           兵 庫 県 議 会 議 長  氏     名   

な お 、 問 合 せ は 、 兵 庫 県 議 会 事 務 局 議 事 課 ま で （ 電 話 は 、 県

庁 大 代 表 神 戸 （ 34 1） -7 7 1 1内 線 50 5 0番 ）  
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様 式 第 ３ 号 （ 第 ５ 条 関 係 ）  

                     文 書 番 号  

   年   月   日

 

 公 述 人  氏     名  様  

       兵 庫 県 議 会 議 長  氏     名   

 

公 述 人 決 定 通 知 書  

  

兵 庫 県 議 会 何 委 員 会 に お い て 開 催 の 下 記 公 聴 会 に あ な た を 公

述 人 と し て 出 席 願 う こ と に 決 定 し た か ら 、 兵 庫 県 議 会 委 員 会 条

例 第 21条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 通 知 し ま す 。  

な お 、 当 日 受 付 に 本 状 を 提 示 願 い ま す 。  

 

記  

 

１  案   件  

２  日   時  

３  場   所  
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   附 則 

この規程は、令和６年４月１日から施行する。 

 

様 式 第 ４ 号 （ 第 ５ 条 関 係 ）  

文 書 番 号  

   年   月   日

 公 述 人  氏     名  様  

       兵 庫 県 議 会 議 長  氏     名   

     

公 聴 会 出 席 要 請 書  

 

                                             そ の 利 害  
兵 庫 県 議 会 何 委 員 会 に お い て 開 催 の 下 記 公 聴 会 で   

                         学 識  
関 係  

 を 有 す る 公 述 人 と し て あ な た の ご 意 見 を 聴 取 い た し た い  
経 験  

か ら 、 出 席 さ れ る よ う 兵 庫 県 議 会 委 員 会 条 例 第 21条 第 １ 項 の 規

定 に よ り 要 請 し ま す 。  

追 っ て 、 出 席 の 有 無 を 返 信 願 い ま す 。  

 な お 、 出 席 の 場 合 は 、 当 日 受 付 に 本 状 を 提 示 願 い ま す 。  

 

記  

 

１  案   件  

２  日   時  

３  場   所  

 


